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議案第1 0 7号 

 

   北上市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

北上市道路占用料徴収条例（平成３年北上市条例第1 5 6号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第32

条第１ 

第１種電柱 ［略］ 円 

390 

項第１  第２種電柱 590 

号に掲  第３種電柱 800 

げる工  第１種電話柱 340 

作物  第２種電話柱 550 

 第３種電話柱 760 

 その他の柱類 34 

  ［略］ [略] 

 路上に設ける変圧器  340 

  地下に設ける変圧器  210 

  変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

 690 

  郵便差出箱及び信書便差  290 

別表（第２条関係） 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第32

条第１ 

第１種電柱  ［略］ 円 

370 

項第１  第２種電柱 560 

号に掲  第３種電柱 760 

げる工  第１種電話柱 330 

作物  第２種電話柱 520 

  第３種電話柱 720 

 その他の柱類 33 

  ［略］ ［略］ 

 路上に設ける変圧器  330 

  地下に設ける変圧器  200 

 変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

 660 

  郵便差出箱及び信書便差   280 



2 

 出箱   

 広告塔  1,200 

  その他のもの  690 

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

 ［略］   ［略］ 

外径が0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

21 

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 

31 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

41 

外径が0.2メートル以上

0.3メートル未満のもの 

62 

外径が0.3メートル以上

0.4メートル未満のもの 

83 

［略］  ［略］ 

外径が0.7メートル以上１

メートル未満のもの 

210 

外径が１メートル以上の

もの 

410 

法第32条第１項第３号及び第４号

に掲げる施設 

  690 

法第32

条第１ 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの  Ａに0.004を

乗じて得た額 

 出箱     

  広告塔  860 

  その他のもの  660 

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

 ［略］   ［略］ 

外径が0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

20 

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 

30 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

39 

外径が0.2メートル以上

0.3メートル未満のもの 

59 

外径が0.3メートル以上

0.4メートル未満のもの 

79 

［略］  ［略］ 

外径が0.7メートル以上１

メートル未満のもの 

200 

外径が１メートル以上の

もの 

390 

法第32条第１項第３号及び第４号

に掲げる施設 

  660 

法第32

条第１ 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの  Ａに0.005を

乗じて得た額 
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項第５

号に掲  
  

階数が２のもの   Ａに0.007を

乗じて得た額 

げる施

設  
 

階数が３以上の

もの 

 Ａに0.008を

乗じて得た額 

上空に設ける通路  580 

地下に設ける通路  350 

その他のもの  690 

法第32

条第１

項第６

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日その他の催し（

以下「祭礼等」という。）

に際し、一時的に設けるも

の 

  12 

その他のもの 120 

道路法

施行令 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に設ける

もの 

 120 

（昭和

27年政  

その他のもの 1,200 

令第  標識 550 

479号。

以下「

政令」  

旗ざお 祭礼等に際し、

一時的に設ける

もの 

12 

という  その他のもの 120 

。）第  幕（政令 祭礼等に際し、 12 

項第５

号に掲  
 

階数が２のもの   Ａに0.008を

乗じて得た額 

げる施

設  
  

階数が３以上の

もの 

 Ａに0.010を

乗じて得た額 

  上空に設ける通路  430 

  地下に設ける通路  260 

  その他のもの  660 

法第32

条第１

項第６

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日その他の催し（

以下「祭礼等」という。）

に際し、一時的に設けるも

の 

  ９ 

その他のもの 86 

道路法

施行令

（昭和

27年政

令第

479号。

以下「

政令」

という

。）第

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に設ける

もの 

 86 

その他のもの 860 

標識 520 

旗ざお 祭礼等に際し、

一時的に設ける

もの 

９ 

その他のもの 86 

幕（政令 祭礼等に際し、 ９ 
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７条第

１号に 

第７条第

４号に掲 

一時的に設ける

もの 

掲げる

物件  

げる工事

用施設で

あるもの

を除く。

）  

その他のもの 120 

  アーチ 車道を横断する

もの 

1,200 

 その他のもの 580 

政令第７条第２号に掲げる物件  690 

政令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工事

用材料 

 120 

政令第７条第６号に掲げる仮設建

築物及び同条第７号に掲げる施設 

69 

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上又は高架の

道路路面下に設けるもの 

  Ａに0.017を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに0.02を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.028を

乗じて得た額 

政令第 建築物 Ａに0.017を 

７条第

１号に

掲げる

物件 

第７条第

４号に掲 

一時的に設ける

もの 

 

げる工事

用施設で

あるもの

を除く。

）  

その他のもの 86 

アーチ 車道を横断する

もの 

860 

その他のもの 430 

政令第７条第２号に掲げる物件  660 

政令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工事

用材料 

 86 

政令第７条第６号に掲げる仮設建

築物及び同条第７号に掲げる施設 

66 

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上又は高架の

道路路面下に設けるもの 

 Ａに0.019を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに0.024を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに0.034を

乗じて得た額 

政令第 建築物 Ａに0.019を
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７条第  乗じて得た額 

９号に

掲げる

施設  

その他のもの   Ａに0.012を

乗じて得た額 

政令第

７条第

11号に

掲げる

応急仮

設建築

物  

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに0.017を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに0.02を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.028を

乗じて得た額 

政令第７条第12号に掲げる器具 Ａに0.028を

乗じて得た額 

備考 １～５ [略] 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若し

くは長さが１平方メートル若しくは１メートル未満

であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平

方メートル若しくは１メートル未満の端数があると

きは、１平方メートル又は１メートルとして計算す

るものとする。 

７条第

９号に

掲げる

施設 

 乗じて得た額 

その他のもの Ａに0.014を

乗じて得た額 

政令第

７条第

11号に

掲げる

応急仮

設建築

物  

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに0.019を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに0.024を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに0.034を

乗じて得た額 

政令第７条第12号に掲げる器具 Ａに0.034を

乗じて得た額 

備考 １～５ [略] 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若し

くは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル

未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに

0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数

があるときは、その全面積若しくは全長又はその端

数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものと

する。 

７ ［略］ 

８ 占用の期間が１月未満のものについての占用料の 

７ ［略］ 

８ 占用の期間が１月未満のものについての占用料の 
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額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間

に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で

除して得た数字を乗じて得た額に1 0 0分の1 0 8を乗

じて得た額（その額が1 0 0円に満たない場合にあっ

ては、1 0 0円）とする。ただし、当該占用の期間が

翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定め

る金額に、各年度における占用の期間に相当する期

間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数

を乗じて得た額に1 0 0分の1 0 8を乗じて得た額（そ

の額が1 0 0円に満たない場合にあっては、1 0 0円）

の合計額とする。 

額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間

に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で

除して得た数字を乗じて得た額に1 0 0分の1 1 0を乗

じて得た額（その額が1 0 0円に満たない場合にあっ

ては、1 0 0円）とする。ただし、当該占用の期間が

翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定め

る金額に、各年度における占用の期間に相当する期

間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数

を乗じて得た額に1 0 0分の1 1 0を乗じて得た額（そ

の額が1 0 0円に満たない場合にあっては、1 0 0円）

の合計額とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、別表備考８の改正部分は、平成31年10月１日から施行する。 

 

  平成31年２月28日提出 

                                       北上市長 髙 橋 敏 彦 

 

 提案理由 

 消費税法及び道路法施行令の一部改正並びに固定資産評価額の評価替えに伴い、道路占用料等を改正しようとするものである。 


